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平素は大変お世話になっております。 

農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課より、高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）

に関する情報提供がございましたのでお知らせします。 

 

国内で高病原性鳥インフルエンザの発生が相次いでいることを受けて、12 月 9 日の関

係閣僚会議で全国一斉緊急消毒を行うことが確認されました。 

 

そして、12 月 10 日に、農林水産省で開かれた会議にて、都道府県知事あてに①養鶏密

集地域を中心とした地域一帯となった面的な緊急消毒の実施と、②発生時の迅速な防疫

措置に備え、大規模、密集地域での発生を念頭に置いた防疫作業員の確保や防疫資材の

備蓄・点検及び埋却地の確保について依頼されました。 

 

別添の参考資料（関係閣僚会議資料）の内容は、大要以下のとおりです。 

1. 国内の発生状況（令和 2 年 12 月時点）のとりまとめ 

2. 今シーズンのウイルスは H5N8 亜型の感染事例が世界的に多く、来年５月の連休

頃まで警戒が必要 

3. HPAI 発生地域へ派遣された疫学チームの調査の結果、飼養衛生管理の不備が見受

けられたことから、飼養衛生管理基準の遵守徹底のために①全国一斉緊急消毒の

実施と、②防鳥ネットや消毒機器の整備等、飼養衛生管理水準（地域のバイオセキ

ュリティ）の向上の取り組みを支援 

4. 手当金など支援金の方策により、発生農場の早期経営再開を支援 

5. 発生県の家きん肉及び卵の輸出一時停止について、防疫措置完了から３カ月経過

後、２国間協議を経て輸出を順次再開可とする。また、新たな発生事例があればそ

の都度輸出が停止されるため、発生させないことが重要である。 

6. 高病原性鳥インフルエンザ発生時には、迅速かつ適切な初動防疫をいかに実施で

きるかが要であり、各県主導でヒト、モノ、埋却地等の事前準備・定期点検を行う

ことが必須である。 

7. 高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、①農場にウイルスを持ち込まないこ

と、②農場から持ち出さないこと、③周辺農場における異常の有無等の症状の監視

強化を目的として、半径 3～10km 圏内を搬出制限区域に設定 

8. 高病原性鳥インフルエンザのワクチンは、病原体の感染を防止できないが、病原体

の増殖を抑えて発症・死亡を抑制するタイプのものである。 

9. ワクチン接種の問題点について。 



 

 各 都道府県 知事 殿 

 

 

高病原性鳥インフルエンザ対策の徹底について 

 

 

 日頃から、家畜防疫の推進に御尽力いただき、感謝申し上げます。 

 高病原性鳥インフルエンザについては、本年 11 月５日に香川県での発生が確

認されて以来、８県において 21 事例の発生が確認されているところです。 

今シーズンは、世界的にも鳥インフルエンザの流行が見られるとともに、国内

各地で野鳥の死体や糞便等からもウイルスが検出されており、専門家の見解とし

て、①ヨーロッパで流行したウイルスが渡り鳥によりシベリアに運ばれ、渡り鳥

の越冬地への移動に伴って日本に持ち込まれたこと、②ヨーロッパで流行してい

るウイルスも病原性が特別に高いわけではなく、環境中のウイルス濃度が高まっ

ていることから感染事例が多いことが示されています。 

 また、11 月 24 日に示された家きん疾病小委員会からの緊急提言では、国内で

の発生は、野鳥の集団が持ち込んだウイルスが環境中で高まっていること、養鶏

密集地域において環境中のウイルス量が増大していったこと等の環境的な要因も

挙げられています。 

 そのような中、今シーズンの発生農場に疫学調査チームが入り、調査したとこ

ろ、飼養衛生管理の不備が確認され、これが農場にウイルスを侵入させる原因と

なっていることが示唆されました。 

 そして、発生農場に対する防疫措置の遅れは養鶏密集地域の環境中のウイルス

量の増加を引き起こすと考えられます。 



 これらの状況を踏まえ、12 月８日に開催した農林水産省鳥インフルエンザ防疫

対策本部において、農林水産大臣から、全国養鶏農場における飼養衛生管理基準

の遵守状況の自主点検を実施するよう指示があり、12 月９日に開催された鳥イン

フルエンザ関係閣僚会議において、養鶏農家の飼養衛生管理の徹底及び全国一斉

の緊急消毒の実施といったできる限りの予防的措置をとること、また、発生時に

迅速な防疫措置をとることについて、引き続き、関係府省が緊密に連携して対応

する必要があることを確認したところです。これらの結果を受け、貴都道府県に

おかれては、以下１～３について、迅速に対応いただき、改めて、予防的措置を

徹底するとともに、発生時の初動対応や防疫措置を確認し、対応に遺漏がないよ

うお願いします。 

 

１ 全国緊急消毒 

（１）消石灰散布：養鶏密集地、農場内において消石灰を散布 

（２）散水車消毒：ため池等の周辺道路において散水車によって消毒 

 

２ 防疫対応体制の確立 

（１）人員確保 ：大規模、密集地域での発生を念頭に置いた防疫作業員の確保等 

（２）物資確保 ：大規模、密集地域での発生を念頭に置いた資材の備蓄・点検等 

（３）埋却地確保：迅速な家きんの処理のための埋却地の確保等 

 

３ 飼養衛生管理基準遵守状況の全国一斉点検（12 月８日通知済み） 

  各農場の飼養衛生管理者に確実に連絡をとり、飼養衛生管理者自らが飼養衛生

管理基準の遵守状況を自主点検。その後、貴都道府県において、結果を集約の上、

報告。 

 

消費・安全局長  新井 ゆたか 



鳥インフルエンザ関係閣僚会議（12 月９日（水）17 時 35 分～）に 

おける官房長官発言抜粋（プレス入り時・未定稿） 

 

○ 鳥インフルエンザについては、今年度は先月上旬に香川県での発生が確認

されて以来、これまで約１ヶ月間の間に６県１９か所の農場で発生が確認さ

れました。 

○ また、これまでの鳥インフルエンザの発生は各地で散発して発生するもの

であったのに対し、今年度は密集した地域で続発しているという特徴もあり

ます。 

○ さらに今年度は世界的にも鳥インフルエンザの流行が見られるとともに、

北海道から鹿児島県まで、各地で野鳥の糞便等からの鳥インフルエンザウイ

ルスが検出されており、例年以上に警戒を強める必要があるという強い危機

意識を抱いております。 

○ これまで家きん業者への適切な指導・支援、徹底した防疫措置等の総理の

御指示に基づき、関係各位にご尽力いただいるところでありあますが、さら

に具体的な対策を徹底していく必要があると思います。 

○ 今年度に発生した事例に関する疫学調査結果から得られた原因分析を踏

まえ、養鶏農家の飼養衛生管理の徹底を図るとともに、発生地域以外の地域

を含めた全国一斉の緊急消毒の実施など、できる限りの予防的措置をとる、

また、発生が見られた場合に地域でのまん延を防止するための迅速な防疫的

措置をとることに、引き続き関係府省が緊密に連携して政府一丸となって緊

張感をもって対応するようお願いいたします。 
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①病原体の感染自体を防止し、高い効果を示すもの

例：ニューカッスル病ワクチン、豚コレラワクチンなどの

　　一部の生ワクチン

（ワクチンを接種しない場合） （ワクチンを接種した場合）

ワクチンについて
（効果の面から２種類に大別）

平成16年10月15日 
「高病原性鳥インフルエン
ザに関する意見交換会」 
資料（抜粋）

② 病原体の感染を防止できないが、病原体の増殖
を抑え、発症・死亡を抑制するもの

例：鳥インフルエンザワクチン、口蹄疫ワクチンなどの

　　不活化ワクチン

（ワクチンを接種しない場合） （ワクチンを接種した場合）



ウイルスの排泄

ウイルス変異

不十分な免疫

ワクチン接種の問題点

ウイルスに感染

ワクチンの効かないウイルスの出現

死亡

ワクチン接種

常在化

①野外感染を発見しにくい
②他の鶏群にまん延
③変異ウイルスのおそれ


